
まえがき

訳語対照表

Ⅰ　第１次統一戦線と農民運動（1967年３月～1968年２月）

Ⅱ　大統領直轄支配と農民運動（1968年３月～1969年２月）（以上，第13巻８号）

Ⅲ　第２次統一戦線と農民運動（1969年２月～1970年３月）（以上，本号）
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インド・西ベンカ、、ル州にふ、ける統一戦線と

農民運動 (1967年目～1970年 3JJ）に関する資料集（II)

まえが

訳語対照夫

I 第 l次統一・戦線と幾民運動（1967年 3月～1968lf

2月J

1. ¥' l c'.＇，統一戦線 ！＇1rrr:. , 山本方針〔F〕

2. 1二地および地租桐の記者会見

3. ナクサノレパリ地区：の土地改革J目置.；＜ナ土地改

革委員合の 6項目 i',ii,¥slf(

4. 124 ノLガナの司、I;, I）災Jご運動」 U，；丈）

5. 打、J l，要求の悶＇ ' ・' ・；，主主義のr,.'i''.u」体で

ある」（論文）

6. 「良民は大部分の土地で収穫を守つねいたJ（記

事：）

II 大伏f,;,l円滑支配と D＇・＇，；，事 1防 (1968fi二．いi～ 1%9年

2月〉

1. 「幾民運動と組織の決議」

2. 州農民組合による知事へのメモランダム

3. :u，」組合議長の）；11'Jiへ／）書簡

4. 「！•＇， L'l＇.会Jの決浜

（以上，第13巻8号〉

ill 第2次統一戦線と農民運動（1969年 2月～1970年

3月）

1. 枕ー牧線の32項 fj:lill 1白〔抄〕

2. 抗 戦後政府のj也包材； ,i)地租省職n:二対する 4

項目指示

3. 統一戦線政府の土地改革方針〔抄〕

4. 24ノ 1んガナ県5，；；よ三談ω決定

5. J i也lつための農：，， J) 1：.：，；ゃについて絞 戦線の決

定

6. 土地摘発運動についての統一戦線の方針

7. 土地諮問委員会についての統一戦線の決定

8. ザ：／ダリー収nJ弘、fl}llに対するぷ訟に＇：）いて

二lーン：）；！および地租相Jノ戸i切i

佐 藤 宏

CJ. ガンディ 自主Jへの商ベン刀ル州統一戦静止JLj{i:,J十

の地租相コナーノレの書簡

10. 農民運動の現段階での新たな戦術について24パ

ノレガナ民主J;'l)こ京l（，の指示

11. 1収穫を｝三》別乍にむけて， 2,1，、ノレ方ナj呆段以；ll

合の決議

12, 収穫とり入札に関する政府の指示

13. 収穫とり入れに関する24パノレ tiナ県7党の決定

14. 収穫とり人jtに関する地税加の放送演説

15. 収穫納 ＇（，にJ / L、て，イシド於産党〈マルケス

義〕＝rz:!Jベンガノレ州委員会の決議

16. 州首相特別顧問ランνγ ト出グプタの収穫とり

入れに翻せる三：式報告〔秒］

f以上，本 ＼J) 

国第2次統一戦線と農民運動

(1969年2月～1970年3月〉

1. 統一戦線の32項毘綱領〔抄〕

く土地改革〉

5. 統一戦線政府は土地改革（Landreforms）の包括

的綱領をとりあげ，以下のことを実現する。

(:c) 農民言者層の手I］主主のために現行のずミンダP一収用

法および土地改革法に適当な修正を行なう。

ii,) 3エーカー以下の土地を所有する農民の地砲を免

除する。

(c) 最高保有限度を越えて所有するベナミ地の収用。

(ii） 茶題にある非利用地の収用，養魚池，果樹函，防

農j誌等の現行ザミングリー収用法のもとで最高保有限

度の適用から除外されているものを適用対象とする。

(e) 余剰地，政府収用地を土地なし農民，貧農に恒久

的に分配する。

(f) 小規模中間介在者への補償を迅速化する。

的折半小作人にパノレガ地の世襲耕作権を与える。
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(h）包括的立法の成立するまで， 3年間折半小作人の

追いたてを停止する。

(i）家宅地を持たない農村居住者に対し5カタ（注1）ま

での土地を宅地用に無償で分配する。借地権（tenancy

rights）を持たず，かつ他に家宅地を所有していない者に

対し， 5カタを限度として借地権を保証する。

(j) 最高保有限度，不法移転，収用地等に関しては民

事裁判所の管轄からはずし，これらの件に関する特別土

地裁定所（specialland tribunals）を設立する。

(k）査定のための新たな土地調査を行ない，過去の不

法な登録をすべて取り消すこと。

(l) 3エーカー以下の土地を所有する幾民が，車交府から

得た4年以上を経過した負債に対するモラトリアムを行

ない，その他の負債の決済措置をとる。

同困窮のために売却された土地を旅所智者に返還す

る。

ただしダージリン県の丘陵地帯における改革綱領は，

当該地域の特殊事情によって適当な修正が加えられるも

のとする。

統一戦線政府はベナミ地を摘発し，収用し，分担する

ための農民の闘争，また他の正当な民主的奨求の実現の

闘争を支媛する。

2. 統一戦線政府の地租相の地租省滋員！こ対する4項

目指示 (G仰 ashakti,1969年3月21日）

土地関係諸法（ザミンダリー収用法，土地改革法〕の

公式の意図は中間介在者の廃止，土地の集中約Br有の解

体，全余剰地（その量はかなりにのぼる〉の政府への収

用，土地なし農民，貧農への，とれらの土地の迅速な分

配，パJレガダーノレの救済と安定の措置等々である。しか

し，大中間介在者と大ライヤットの多くは様ざまの不正

手段を駆使してこの意図の大半をくじいた。一般的にわ

れわれの行政機構，特に地租省の業務方針はこうした歓

迎すべからざる事態をF血kし得なかったことを認めねば

ならない。不正に移転された土地を探し出す努力が1967

年より行なわれ，それによって今までに得た成巣からも，

大量のペナミ移転が行なわれ，有効な努カを行なえば今

なお，そのうちのかなりの部分を明るみに出すことがで

きることが立証されている。

政府帰属地を敏速に収用することは，非常に重要であ

る。しかしこれに関しては重大な時間の浪費がみられ，

大ライヤットらはこの遅延を利用している。不法に移転

された土地を探りあてる際に，また帰属された土地を収

用する際に，そして更にそれらを分配する擦に地主（za-
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midar-ra）は裁判所を悪用して政府の努力を阻んでいる。

しかしこうした訴訟に対抗する際に政府自見Hこは重大な欠

陥が存在する。

土地改革法によれば，パルガダールの追いたでは，認

定（pratyaksha; cognizable）犯弊であるにもかかわら

ず，毎年毎年大規模な追いたてが行なわれている。

省の官吏はこの現実を認識しなければならない。これ

以上の怠慢は許されない。政府は各種土地法の必婆な改

正以前でも，会行政機構を活発化し，現行の条項をすべ

ての段階で的確かつ迅速に実行すれば事態を制御するこ

とがかなりの毎度可鎗であると考える。またその成否の

大部分が土地および地租省の各段階の営実，一般行政営，

および警察省の伺の的確な連絡と緊密な協力とに依存し

てu、るという強い見解をもっている。査定局が積極的に

業務を推進せず，土地および池租省に速かに通告もせず，

土地改革局も帰属された土地の収用や分盟措置を速かに

とり，裁判所にもちこまれた訟訴に対して的確に対抗せ

ず，さらにまた内務（警察）省の官吏が土地および地租

省と完全に協力しないなら，望むべき結果は得られない

であろう。

さらにもう一つの重要なことは，組殺された農民の創

造的な自主性を重視し，農民および農業労働者組織のあ

る場所では，土地改革措置の実行に関してそれの組織と

協力することである。従来の経験からして，そうした組

織の誠意ある協力なしに大所有者の策動を粉砕すること

は非常に困難である。政府は本省官吏がこうした側面に

十分留意して計闘を決定するよう要望する。上記の一般

的見解とともに政府官吏に対し，下記の基準を指示する。

折半小作人の追いたて；新たな耕作期とともに大規模

に実力で折半小作人の追いたてが行なわれる危険があ

る。官吏はこうした諸事件に対処するよう注意を払い，

準備を行なうよう。追いたてについて決定を行なう擦に

は，パノレガダールが弱い立場にあること，耳文月守は弱い立

場を保護する側にあることを留意せよ。

土地改革法では，実力による追いたては認定犯罪であ

！），しかるべき処分を行なうべきであるが，犯罪人を処

罰することより，犯罪が予扮されることが重要である。

追いたてに対抗するために，可能な限りの法約手段をと

るべきである。省宮吏は各場面で介入ができるはずであ

れその影響を行使することで対立を平穏に和解させる

ことが可能である。もしこうした努力が実らなければ，

刑法を適用して，犯罪の発生もmu：することができる。

農村地帯の法と秩序の多くは省官吏が追いたてをどの程
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土地を所有する家族に対する地租免除を行なおう。1年以

内に実施「る措置がとられよう。州財政に対する出失の

大きさとその椛i鎮の方法につνて政府は考ぷ，1iである。

こうしJ℃己的的な立法のがJにも，政府はf-f政機慌を機

能的にし，勤労農民の利益のために現行法の条項を的確

に，迅速に実行する決定を行なった。この努力には組織

的農民の安加を得ることも決iとされている。各政党，大

衆組織の（日ljからも政府への助言が望まれるのである。

不当移転の摘発り努力がこれまでのところもたらした

結果からみても，ベナミ移転は広範囲に行なわれ，適当

な手段さえとれゴ，現在の規定によってもその多くが摘

発しうることが決定的に証明されている。そこでイ4当移

転の摘発のために，政府はこの間いくつかのll¥rUをとっ

た。帰属された土地を速かに収用すること，裁判所での

訴訟を正確に監督すること，帰属地は直ちに土地なし農

民，貧農に分配することミif,について措置がとられた。政

府は各段階のl!M且省と内i存在のi隊員の協力が行な，われる

よう監管する。政府の政策；土，fキ；官がこの労力引，長助し，

過去に見られたように妨害的な行為には利用させないと

いうものである。

新たな件作｝切とともに実行による大規模なi小、たての

危険がみられる。政府は追いたてを防ぐために fぺての

必要な措援をとる決定をしている。この危険に対して誉

戒するように，政府官吏に対しではすでに指示が通達さ

れている。彼んに対しては，時機を失わずに介入し，説

得が可能な場合にはそれにより、不可能でめれLf必要に

応じて芳IJi去の市条項の助けを借りて追いたて企防ぐよう

指示が与えられている。法的にも実力による追いたては

認定犯罪であり，政府はそれが厳格に適用されるように

監視する。

ジョトグー／レとパノレガタールの間の対立について，政

府の方針は，パノレガダ－Jcが訪れ、立場にある以上，最も

援助が必要とされるというものである。政府はパルガダ

ーノレ，農民そして民主的大衆に，こうした追いたてを防

ぐこと仁協力し‘首尾よく段村地帯の平静を絡J与するよ

う訴える。

余剰地分配に関して統一戦線内閣解任の後に組織され

た土地諮問委員会は解散させたo なぜなら，この委員会

の多くじ，既得権者に有手ljに組織されていたからである。

民主的な土他分配諮問委員会が発足するまで，政府の関

係職員位十J；存ノパンチャーヤトのメンパーと地［I長，農民，

農業労働者組織の代表，地域の州議会議員らと協議して

土地の分配をすすめるよう指示した。また政党の代表の
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提案も妥当な限り考慮するよう指示した。政府は土地な

し底上己，貧農また民主的大衆に対し，積極的に政府を支

j}fし，適格者が士i也を得るようにti助することを訴える 0

1走路j

4. 24パルガナ県5党会談の決定， 1969年6月5臼

(Ganashakti, 1969年6月20日）

l. jlif(府収用地，ベナミ地そしてジョトダールによっ

て占訂されたラ fγットの土地はどのような状態にあれ

摘発されねばならない。

2. 

(a) 養魚池（Bhe品iまたは Jalkal）が摘発された場合，

f，むの方針で土地を分配する。

Jイj ジョトダーノレぷ実カで占有して養魚池としたラ

イヤットの土地は，そのライヤットが土地なしあるい

は貧農であった場合に優先権を得る。

("! 当該地icノわレ}lダ－｝レがいた場合，第2の優先

権を持つo

H 当該村t存の土地なし農民が!'fl:lの権手I］を持つο

件） 近接村洛の土地なし農民が第4の権利を持つ。

（ホ） どのような場合でも何人も 6ピガ（2エーカー〕

以上をf尋ることはない。

,1,: その他の土地が占拠されたJB合も上記の方針が適

用される。

(a) 一般的に下記の方針を承認しなければならない。

川 ，］、土地所有者の土地は占拠してはならない。

川複数の）；ミ民組織が存在する場合、どの組織も他

組織に意図的に打撃を与えてはならない。

(L) 分配地は 2エーカー以上であってはならないとい

う統 A戦線の方針を適用する。 171］外的措置をとる場合；土

地域の組織が共同で決定する。その場合でも 3エーカー

が上阪である。

4. いずれの組織もジョトダールの間接的援助となる

いかなる行為も行なわない。

5. 土地分配に際して下級土地改革官のもとに柱、く前

に‘地域の農民組織は共同して合意した〔分配対象者］

名簿を作成する努力を行なうこと。対立のあった場合，

君11の農民組織にその件を送り，そこで決定を行なう。

6. 上記の諸方針のいかなる点にせよ，違反した農民

組織のあった場合，その件は県統一戦線委員会で検討さ

jしそこで決定が行なわれた場合には，すべての農民組

織は決定を重視して受け容れねばならない。

7. 下記の地区で地域段階で党の代表は会談を行なわ
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ねばならぬ。（ 6月11日から16日の聞に。〉

(1) ソナノレフ勺レ， ヴアンガfレ

(2) ノ、ロワ

・:i: ペイラリ＝ピシュプルについては

パイラリ・ハ、ソト「市上1;
,41 3ノュク＝ドワニー（斗 Lデンコカー 1）〕

151 ,,1レイフ勺レ
161 カニング，パソンティーについとは

カニングのインド共産党（マルクス主義〕支部

〔原資料による解説〕

去る 6月5日地租省ハレクリシュナt コナーノレ〔イン

ド共産党（マ）〕，濯概相ピスワナート出ムカージー〔イン

ド共産経〕の出席のもとに‘次の5党、イシ F共産党（""? 

，（，，クス主義〕，インド共産党／右派）， 7j1,：許）ii：会党，社会主

持古今統一センターおよび前街ブ、口ソケの＇.？4r~Jレガナ県代

交のt主要な会合がもたれたコ三ゴ7会「？でのは論の後，い

ト）かの有意義な決定が採択されとにくてよ'i－致で採択さ

れたとの決定は県の農民運動のためにきわめて緊急であ

る。この決定に署名をしたのは，インド共産党（マルク

ス主義〕のシャンテモィニゴーシュ，インド共産党（右

派〕のハリドン＝チャクラパルティ，主革命社会党のアシ

ョクココチョウドゥリー，社会主義者統一センターのアミ

ルコアリ＝ハルグ－，レ，前Wi7＇口、ソケの二一ノリレ＝パス

ーであ J ノアニ。

5. 土地のための襲民の罰争について統一戦線の決定，

1969年7月17日 （Gaノiashat,ti,1969年7月20日〕

過去4カ月にわたって農村地帯ではベナミ地に対する

農民のめざましい闘争が続いている。筒ペンガyレ外｜の統

一戦線は2日間にわたってその各種の側面について検討

を行なった。

統一戦線は大ジョトダーノレや養魚池の所有者が様ざま

の不当な手段によって，さらに空た／去の適弔までを姐止

して，史的1保有限度の法律を無視して，本来tliらの権手ljの

ないと地までをもペナミ地として，1,fTLていることを十

分に熟知している。統一戦線：土烹た，強力な民主的農民

運到の支持なくして，反動的既得権1"iーのこの卑劣な振る

まいをやめさせ，必要とされる土地改革の任務を前進さ

せることもできないことを認識している。このため，統

一戦線はその32項目綱領で，ベナミ地や政府の帰属地を

摘発し，分配するために正当な農民運動をあらゆる手段

で反助しようと誓ったのであるつ数ト方，汝百万の貧農，

異業労働者が最近になって非常に強力な運動を開始した

二とを統一戦線は喜びとしている。これに上って多くの

ベナミ地が摘発され，統一戦線の綱領が前進させられ

た。農民の運動に対して統一戦線は心からの賞讃を送り

たい。

この運動を歓迎すると同時に，統一戦線は若干の地域

でゆぎすぎや預りが生じていることも認識している。高

t坊のあ玄 iJにー殺の人びとのわずかばかりの士地方2占拠

されたり，し、くつかの場合に実擦の養魚池について混乱

が生仁たこ土もありうる。統一戦線、政府の結I!止に上って

数千，数万の農民が新たな意識にもえて大規模な運動に

とびこんだ時には，この種の誤りやゆきすぎは不自然で

はない。運動の規模に比較すれば，このような誤りは摘発

された土地のほんのわずかの部分？生じただけである。

統一戦線は三の誤りを見すごすこどはできない。なぜな

ら，これら全1［さない場合に根本的な目的までがfれわれ

るかt，であろ。大ジョトダールとあらゆる反動派はこの

機会をど人えて無秩序状態をおこそうとするであろう。

ー阪民11:や中主階級の一部に絞拠のない恐怖を呼びおこ

して自分らの一派にひきつけようとするであろう。反動

勢カに対して西ベンガルの民主的人民はさらに偉大な闘

いをすすめねばならないこと，またこの闘いのために，

都市ばかりではなく農村でも，民主的人民の可能なかぎ

りの連帯をうちたてて，ジョトダー／レと反動勢カをさら

によ瓜立：れそねばならないことを忘れてはい：すない、だか

「pこそ二の絡のゆきすぎや誤りが／げを生じないように警

戒する上う，統一戦線のすべての党派と闘う農宍に要誇

するのであろ， 25エーカー以上の農地を持つジョトダ－

h 彼らに汁してすべての運動がむけられ，以前に生じ

た誤りが立されるべきである。誤って土地が占拠された

のであれば返還すべきであり，土地の真の所有者は保護

されねばならない。この件に関して統一戦線のすべての

党派が意見の一致をみているのは喜ばしいことである。

統一[ii

者の問？し、くつ方為の歓迎すベからさF る衝突がおきている

ことをrtt早しているa

広大な！民民運動によって摘発された‘（;fう大な士地の

ti):に比較すれば三の衝突はきわめてわずかな範聞で生じ

たにすぎない（注2）。したがって反動的新聞の大げさな宣

伝に人民大衆が混乱させられることはない。統一戦線は

これらの衝突の損害を決して軽視するものではない。ジ

ョトダーノレやその他の反動勢力はこれらの衝突をきわめ

て歓迎L〆，政iJBなく彼らの意図に利用するであろう。こ

の危険性について統一戦線は意識している。どのような

政党も，勢力を拡大しようというのはきわめて当然の欲
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求である。各覚の積極性は歓迎されねばならぬ。しかし

この欲求と積極性を衝突に転化するのは誤りである。統

<'1ワた衆運白を拐、げるた／：けで縫全な発民が可能となる。

統一戦線はしたがってすへての戦線諸必がこうし／ヒ衝突

を避け，統一的運動を発股させるためにあらゆる措置を

とることを快？とした。また何らかのk]frがみられたら，

fl ;,£!'!'J段階での 2者会談，ふるいは以紋諸党の制，；J討議

によって解決をばかり，それでも解決されない場合は，

さらに上のi~Wiで解決すと〉努力を行な J 、ねばな人なL、。

'' cl lダームツlZ動勢力に党内でのit令な家を与え、土tf~線

の分断をはからせることのないよう，戦線諸党は警戒し

ご1旬、なけれtfならない。

流♂戦線f土T 4ナミ土色司政府占有地の：謁発と分配のた

めの幾民の力強い運動は，将来さらに広範に，強力にな

I）、問一戦献のりをさらに強国にすると確信しとし、る。

6. 土地柄発運動についての統一戦線の方針， 1969年

7月16日

((;anashaたIi,1969 ¥f 7 J:] 20日〕

l. 政府内以用地，，c十 L地また呉氏のライヤソト地

で水没して渓魚池とされたものについては，それらがど

のよろな状態にわれ，明る九に出してJ海発し，白川する

ことができる L，また占＇｛ Lしなければたらないq

（ぺナミ1也とは土地所有者が不法に占有している75ピ

ザ以上の土地をいう）

日 養魚日の｜：地が摘発された謬J台「認の方j主ぞ分配

しなけjもばならない。

(:,.': 水i与させられ養魚池となった士地の土地なしま

たは貧農ライー7 ツトカリ副長先権を｛:y~， •• 
(b) 以前にその土地でパノレガダールであった者が第

2の権利を持つ。

同中！の七地なしまたは貧農が第1の権利を持つ。

(d) 最後に近接村落の農民が権利を持つ。

(e）何人も 2エーカー以上を得られない。

I I 自身に 2エーカー宅たはそれ以上の土地を持つ

者はどのような土地も得る権利がない。

3. 他の土地の分配についても上記の方針に従わねば

ならない。

4. 以下の一般的規則を遵守すること。

(a) ベナミ地も余剰地もない者や小農‘民の土地を占

J，むしではならない。

(h）複数の；農民組織が存在する場ふどの船級も抱

組織に意図的に打撃を与えではならない。共同の努力

をしなければならなヤ。
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（の ある一つの組織の努力でベナミ地占拠が行なわ

れた場合札分配に関しては他の組織の存在する場合

には，協力して行なうこと。

/,l) 一般的に何人も 2エーカ一以上のi二地を得るー

とがない。例外的措燈をとる場合には，各組織と討論

して行なうべきである。しかしいずれのたらたでも 3エ

ーカー以上であってはならない。

H 何人にあれ帰属地を購入していた場合，その法

的権約は認められない。しかし，真の会兵力：クョトグ

ールかんだまされて三の種の土地を買っていた場合，

彼らを他のライセンス取得者の；場合と同様にライセン

ス取得r＼として土地を与えるととができるつ

5. b 、 •I',j l,の農民（＜Ji織もジョトゲールの同疑的援助と

なるどのような行為も行なうことはできない。

6. 帰民地の分記Jと際して下級土地改革？？のもとに赴

く前に地i戒の農民組織は共同して（，意した適俗者の名簿

を作I戎する努力を行なうこと。見解に業のあった場合，

郡又は県の段階へその伴を送付し，より上の段階での勧

令を各組織は的確に！立ほせねばたらない。

7. 上記の方針に違反した組織のあった場合，その件

は県統一戦線委員会の段階で検討しなければならない。

7. 土地諮問委員会についての投一戦線の決定， 1969

年7月16日

(Ganashαkti, 1969年7月20日〕

政府に帰属された上地の分配に！拐する措置の改善と

誤った理解の克服のために，内閣は，下級土地改革官の

段階に土地分配諮問委員会を組織する。

現在の態勢では下級土地改革官は農民，農業労働者組

織の代表と協議して任務を遂行しなければならない。下

級土地改革官の段階に諮問委員会を設けることは，運営

をさらに改汚するであろう。

下級土地改革官は自分の担当地域の農民・農業労働者

組織の代表を加えて委員会を組織する。統一戦線の各政

党はどこに，どこの管轄（Circle）に大衆組織の代表が活

動をしているかを，名簿にして 1カ月以内に土地および

地租相のもとに提出せねばならない。

この諮問委員会は土地分配の問題で当該村i'f;.パンチャ

ーヤトのメンパーと協議するであろう。

下級土地改革官はこの委員会の勧告にもとづいて行動

ナる。重大な見解の去の発生した時には，担当悶僚に報

山すること。それに／〉いては関僚の決定が最終的なもの

である。下級土地改革官について何らかの訴えのある場

（，も担当陪！僚に報告するべきである。



1972090081.TIF

8白 ザミンダ ＇）ー収用法適用に対する訴訟について土

地および地租相の声明， 1969年7月14弓州議会

(Ganasha.'c-ti, 1969年7月初日〕

(1) ザミングリー収用および土地改革法による余剰地

の政府帰属に関する訴訟が想像を絶するほどの数にのぼ

り，政府はそのために大きな困難に庇1f1iしていることを

商ベンガル州統一戦線政府の土地および地租相として，

一般大衆の前に明らかにすることは私の義務と考えてい

る勺ほとんどの訴設が現有：椛続中である η したぷ、てそ

れらについて発言することは適当ではない。しかし後に

示 lt.うないわiかの実［日J:;l:‘既得権者が常に話会の条項

を＇！＇＿i'、！日してU、ることを明 1:,/J寸とするであ人う。各係の裁

判所の無数の訴訟が未解決である。直線な数字l土判明し

ていないが，数｜［況の土j也記限局の主主令子は， tち号本；主判
所には 1958／午、ワ民事命土、が流行されぞおり，問係IJili

の面積は 7 万エーカーである。このJ ！·~I土実際よりきわ

めて少なめでおる 実際の殺すではも Eたきい；上三！の

事，，Jのうちでlリ川年には円1伴＼：， 1964｛ドには506；’iーの見事：
命令が出されている。これらについてもし、主だに解決は

されていないに

！？、問階の裁'j'l]r''rでは土地分l'il，政J:'.f＇の帰属などに関

して民事訴訟が係争中であり，この数も数千件となる。

21 ブノレド 17ンl県のみで tT このおn;Rゑ， f今wfn数

は]l1fi7年から19州年（ 3月1の司に32/iリ［I二？あつだ明係

土地面積は 1万3822エーカーであるO 他の数県ではこの

数字Jまさらに大会く，毎日毎日増加している。三ろした

訴＼：C＇〕喝係土地：：rif責は15方かi',20万工 カーにのぼる3

これらの土地は訴訟の宋解決，あるいは禁止命令のため

に帰属も分配もできずにおかれている。

,::i, 茶園所rrr＼.ジョ？、ゲーノレ，長f(t；むの所有者らは

ザミンダリー収用，土地改革法の適用を様ざまのかけひ

きで阻もうと一種の競争状態を現出している。約50%の

茶高に対して；司民会議派政府：土全所fff也の占有を詐，rfす

る最終的な指示を出している。若干の部分について再収

用の指示が出された土地をも茶園所有者は様ざまなっち‘法

で:1;灯し続けてLら。養戸、I.i也についご L'i：く同〔J 状態で

ある。多くの所有者が彼らの権利のなぜ、上地を不it／こ占

有している。

,41 彼らがこ円して法のI/CIをうりてし、るのは政府が

訴訟の当事者として争う時間も便宜土伝われてνるから

である。まず川カルカッタ高裁の規則JCパトナ，カ守ツ

クその湿の高裁にはない）に上ると，；i口、年者は政！？手に通

町一一一一一一一一変 料吋……竺三竺”

知lをせずに－－方的に法判所に告訴ができること，またそ

れによって政府の土地帰属‘ペナミ地分配などに対して

併予命令（おtop-order）や禁止命令（Injunction）が容易

に得られること。（h＇、行訴者の弁護人済政府に 7障子命令等

を通告した後でも，政府が命令書の複写文を手に入れる

のに何カ月もかかること，そのため政府は対処すること

ができずJ，~J上命令が長期化してしまらこと。：c.l~号訴者/J:

一方的に裁判所の命令を得ることができるために，すで

に収沼され，待には i二！也なし農民lと分配されとしまった

iをですら ？？！諒者はあたかも収用が行なわれていないか

のように偽証すら行ないうる。このために関係者すべて

に非常に複雑な問題を生む。（d）各積裁判所で訴訟を遂行

ずる機構が欠焔だらけであること，適切な「政府側の〕

弁獲人団がないこと。政府への告訴や禁止命令が出たあ

とになって弁護人への指示が出される。そのために政府

l土一方的ti?11詩を組11.し禁止命令等の諸命令に関する

公判の時間を短縮することができない。多くの州で，特

に鉄道関係では弁護士に対して訴訟の進行に注意するよ

、また適切な機会に介入するよう指示されて，，るが，

凶ぺンガル州ではそれがない。係争中の訴訟に弁護士へ

の指示が出されても，彼らは速かに実行しない。上告さ

えも行な;f）れなかったり，上告期間が過ぎた場台すら t
f夕、られる。そして加）山i等殻判所の訴訟を一覧すると明白

なように，当事者らが非常に注意を払い，緊急のケース

としての特別の配慮を得られなけ役 h 一つの命令がiu 
るまでにι非常に長期間がかることである。

(5) 裁判所の訴訟に関して政府がいかに無力かを一般

大衆は注君、してu、ただきたい。しかし政府機構の欠陥を

必慢する ｛~では若子のな十べきことがありそれらは恵ち

になされねばならない。省は以下の決定を考l議している。

(u) ザミシグリー収用法については，特に高等裁判所

に有給の弁h護士を任命する。

(b) 県の政府弁護士事務局に特別対策班（Section）を

設け，ザミンダリー収用法について対処する法律顧問

(Le6al Remembrancer）をおく。

(C）政府の弁護人団を強化し，必要な場合は適当な弁

護土を任用する。ザミンダリー収用法に関するケースで

は特別のi「A二！：を任命し，地租省と協議して行動する。

,6) 問題の重要性を理解していただくために私はいく

つかの訴訟の簡単な内容を紹介する。

［以下見i；交に記述の三時ド・…・編IR者）

大土地所有Fiらがし、かに法の運用を阻み，訟i'4tを悪用

しているかはこれ以上の事例を示すまでもないことと思

フ。
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年収13万7076ノレピー。制ftの結
J県，土地は宗教用に利用されて
いないこ.~が判明し，余剰地は
政府に帰属された。
政府に対（て1957,1958, 1966年
の 3度にわたって命令が出た。
1966If-最高裁判所により地主側
山上告棄却。 3ヵHJ.1うちに土
地を明けvk-rょう命令 λうけた
が、マト ＇） •I C土再てr1：：；殺で政府
への禁止命令を得fこ。

1957年に政府に帰属。
1959if.に？リプル副ドll'i十，）） もと
に告訴。
ぷ訟ではj也；事ijjがこ♂J土地が皇
（昔地（CrownLease）であると主
獲し，ザミンダリー収用i去の適
用外であろと主張。カルカァタ
,.:,1裁て、のfljiii：こもかかわらず，
ヲリプール裁判所で日1966年地
主に有利な命令を出した。政府
は控訴しなかったが現政府は高
裁に控訴 L，係争中 (1447均的。

もとの地J'.rよ会社のJj)(!{i 1交とな
っている。地主の妹のプロティ
＝パノレの告訴で調査が行なわれ
5条（A）項で摘発。地主らは1961
＇.［＇.に高裁，： ＇.＇訴し，的 l(sfの調査
を中止さそjる禁止命令を得た。
1961年から係争中。

所有者は大ヲイヤットで，帰属
の告示をうけると高裁で命令を
得た。これ方後に撤い！され，地
＋ーは RevisionBenchに告訴
し， 1959i手から未解決。

息子と娘に移譲した土地をベナ
さとされどc 反事命令が出され
係争中であら。

移譲が不法と思われたので，特
別判事（SpecialJudge）のもと
に告訴したが，所有者が民事命
令を得て（ヰJトL土棄却。討了.I;は力
（，：入れてt！なわれている。法廷
は地主に 2h5000ノレヒ』の担保
を命じた。命令は実効中。

土地は農地でないという判断で
民事命令がUJた。高裁で6ま15エ
ーカーのJよそ保留する許可が出
た。上告が行なわれ，未解決で
ある。

息子たちへ♂〉移譲が不
られた。 1世＇t'I土高裁
を得た。米；ly｛決。

地主は余事lj地を果樹園と養魚池
として占有。記録を訂正した後
政府に帰以。地主は高裁に告訴
！て命令ノピド1た。未解｛！と。

父親を信託者とした土地が宗教
的に利用されていない。
地主は高裁に告訴し， 2件の民
事命令を得t.：。係争1i1o
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政府に帰lie/;する345.47エーカー
に対して命令が公布された。こ
の養魚池は登録されていない。
係争中。

政府に帰鴎。地主は命令を得た。

一一一一一

カグヅ金魚池
(728.67＂＇－ーカー）

料ー？？一円一一資

ゾ 4ーノL孟サノレプJ

－，レ
22. 

1，記のうち251.20エー力ーに対
｛てのみ決剰と立告された。し
かもうち 246.40::r..ーカーは森
林。所有者は高裁で1968年に以
事命令を得た。係争中。

左記のうち648.22エーカーのみ
が余剰l地と宣告。所有者は命令
を得た。係争中o

& ia ,1, gso.03ユーカー〔うち
926.35品一カーは森林〕が余剰
地と宣件。 1967年に所有者は命
令を得た。現在命令はfi1tl"Jされ

左記中 192.43且ーカー（うち
187.38cc←カーは森林）が余剰
地として花告。 1967年仁命令が
出された。

.I，＇＿記のうち，20.32エーカーが余
対地と’iC:'?o所イj一斉は1965年に
I記事：命令全得ている。誌がは未
解決。

ヒロンノモイノ。ノし養魚池
(642広一力一〉

16ヲ3.GOエーカー
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えている。

間有効な土地改革は今日の第一の課題であるc その

ためには中間介在者の権利を廃止し，少数者への土地集

中を解体し，土地なし；農民，貧農に無償で士地を分配し，

パルガダ－Jレや小作人の安定をはからねばならない。

土地の少数者への集中はとりもなおさず食糧のill裁と

ヤミ市場への集中とを意味している。食将；＼生産が符干の

改善をみせた年でも，ヤミ市場のためにたちまち食糧不

足が各州でひき起こされる。土地集中の解体の失敗は多

数の貧困な土地なし農民への土地分配の失敗であり，そ

れはまた農村地帯での窮乏農民群の増大を意味する。農

村のこのような状況は農業生産を阻害し，農業生産の発

浸が大地主の強化と農村経済全体への彼らの影響力の強

化につながるのである。

こうした連関によって農村には深刻な事態が生れ，も

はや何人もそれを無視することは？きないのである。

(3) 各州で多数の立法が行なわれた。多くの年月を費

した後に，われわれは立法が全くの失敗に終わったこと

を認めざるをえなくなっている。その理由について，わ

れわれの経験から次の諸要因が考えられる。

(a) 法津臼：本に重大な欠焔と弱点があること。最高保

有限度について多数の例外と抜け穴があること（養魚池，

果樹園，館事的運営の農場など入大地主たちはこれらの

9. ガシディ一首相への西ベンガル州統一戦線政府の

地租相コナーJレの書簡， 1969年9月98

(1) 有効な土地改革政策実現の失敗はわが国を護大な

状況に陥し入れている。その結果わが国の農村経済は深

刻！な危機に直面している。首相は最近土地改革政策実施

を特に猿羽して唱、るとu、われる。過去16～17年間各州で

は土地改革に関するiまう大な立法が行なわれた。毎年の

ように土地政策の成果について誇大な評価がなされてき

た。首相の発言はこうした背景においてきわめて意味深

いものである。首相の発言は従来の土地改革面での失敗

を間接均に認めたものと考えられるのである。各十IIの土

地改革の渡然たる失敗はラデジンスキー報告に示されて

いる。 1967年の短命な続 4戦線tzriほと19(i9年2月以来の

第2次統一戦線政府は勤労農民のため土地改革を実現す

る誠意ある努力を行なっている。しかしわれわれは州政

府が制限された権限の範闘でこの任務を行なう限り限界

に直面することを十分認識してし、る。しかしわれわれは

この実現の努力をするなかから多くの貴藍な経験を符て

いる。私は貴下はその経験をもとに書簡を送るのである。

われわれな，問題の根本までおりて，従来の失敗の原習

を探究し，現実的な措置をとるととなしに単なる銭苦や

誓約のみでは，この問題の解決に一歩も近づかないと考

8ょ
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例外や抜け穴を十分に利用している。様ざまな手段によ

る不法移転をチェックする有効な措置が全くない。後に

なって不法（benami）移転を規制する立法が行なわれた

場合もあるが，多くの場今それらは牧秀で有効でない。

(hi 土地改革を迅速仁実現十る措置ポとられていな

「それによって地主は段高保ff限授の；l;lj濃をごまかす

十号の時間を得ることができる。さらにi也主は主主律を悪

弔し憲法の基本権条項主で利用している。余剰池が政

府に帰属するや，地主は政府の目的を阻むために裁判所

を利用する。西ペンガノレ州｜でもこの苦い経験に直面して

いる。

(c) 行政機構も地主側に好意的である。土地改革の実

行措賢も形式的であり，誠意がない。

／心余剰帰属地の収用ど速かな分配の努力がなされな

1.、
’ υ 

九，.＼ 小作人，折半小作人の遣いたてを禁止する有効な

措置がとられていない。地主は：台、意怖に遣いたてを行な

い，とれに対する処罰が何ら行なわれない。

(f) 組織的な農民運動の参加なくして，行政機蒋のみ

に依存するのでは土地改箪を戎功させることはできない

という貴震な経験をわれわれは得ている。人びとの協力

を保障するような何らの措置もとられなかったのは全く

ド幸なことである。それどころか、担iそが土地改君事の実

況をほ助しようとすると持Hの弾］：に迎えられるという

のが実態である。

これらの結果土地改革の日際はほとんさ失敗に掃した

のである。

(4) 各州で成立した土地改革法の問には大きな差異が

あるが，上記の欠陥はほとんど共通している。商ぺンガ

ル・ザミンダリー収用法，土地改革法も基本的に同じ性格

を持っているが，いくつかの側面では他州に比較すれば

l'.z ＇，、結果を得ており，条文！＇！午も外見上選んでいる。西ペ

ンガrレ}flでは，他州より多くの余剰地方1政府に帰属され

た。しかしこれらは単に法的な主にすまない。 1967年 1

Jj主でに政府に帰属した七地；土 :2()0万ヱーカーであった

が，形式的にも収用されたのはそのうち 165万エーカー

であった。この総面積のうち農地は45万エーカー以下で

あった。さらにそのうち10万エーカーは民事訴訟で凍結

されている。そのうえ，収用されたはずの土地のかなりな

部分は実際には攻府が占有していない。形式的には収用

されたiまずの土地の多くを仙主はいま月iこ占有している

のである。分配されたのはきわめてjγfiJ冶の土地である。

1967年の統一戦線政府はこの問題の解決に努力した。し

かし法俸を広範に修正する時聞はなかφ た。当時の政府

も限界については意識していた。だが土地改革を成功さ

せるために，行政機構を円滑化し，組織的農民運動の協

力を求めるなどあらゆる努力を払った。追いたての反対

に特に力点を置き，余剰地の摘発と土地なし農民，貧農

J、の分間己、ペナミ地と不法移転の摘発を組織的農民運動

の協力を得て活発化した。 6カ月の間に 5万エーカーが

収月lC(れ， 1967年の統一戦線政府のもとで25万エーカー

の土地が，ほぼ同数の農民の聞に分間された。 1967年の

8月からはペナミ移転を摘発する集中的な作業が進めら

れたc内閣の解任の後にこの作業は速度がゆるめられた。

1969年に統一戦線政府が再び攻権につくや，この作業は

再度加速された。 1969年の7月までに余剰帰属地は25万

エーカー吸であったが，そのうち10万エーカーは過去6

力尽に摘だされたのである。この摘宅地の大部分が農地

である。余利f也分記の手続きも敏速になったっ現在のと

ころ［［：確な数字を示すことはできないが，各県で急速に

増加しているのは疑うことができない。無数の農民がベ

ナミ地の摘発と分配の作業に参加してきている。われわ

れ統一戦線政府は，比較的少数の農民に経済的規模の土

地を与えようという政策はとらない。そうではなくて，得

た土地の量がいかに少なかろうとも，できる限り多くの

上地なし民民，索差是に土地を分配するというのがわれわ

れ統－iji＼線政府の方針なのである。できる限り多くの窮

乏農民に，少なくとも与えうる限りの生活の保障を与え

るというのが当扇の呂的なのである。貧農が零細i農地を

玖f乍ーすると経涜的な不均衡から農業生産が阻害されると

いう通念がある。われわれの経験はこの通念が誤ってお

り，勤労農民の創造力は，たとえ零細地であっても農業

生産を維持するものであることを示している。それ故に

農村地帯にはかつてない高揚がみられるのである。

ゆ とれらの措置に対して地主力士妨害を行なうこと，

r1rにマミナミ地を明るみに出すことには大きな抵抗のある

ことは十分に予期されたことであった。貧農に対して肉

体的な攻f舎を加えることさえ薄践しなかった。法律の悪

用は？おこ！牟劣をきわめた。政府の努力を阻むために彼ら

は民事裁判所や高等裁判所で一方的な偽りの陳述を行な

って政府に対する暫定命令を得た。土地改革実現の努力

を中止させる企てがなされた。政府は無数の訴訟と命令

とに直面し，各種裁判所に数千件の訴訟が継続され， 20

方エーカーの農地が係争対象となっている。との問題に

ついとは私はすでに州議会で声明を発表しており，その

なしは，当書簡に添付されているので熟読されたい。多
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市にわたる反動地主側のこの抵抗は農村地併に当然なが

ら大きな緊張をもたらしているコ

川｜政府l土，この間現行の諸法にし、くつかの修正を加え

た。包括的な修正を行なう以，Jffに，われわれは折半小作

人の追いたてを一年の間禁止する立法念行なった。州の

農村地帯には多くの貧農・農業労働者がおり，特にその多

くは指定カーストや指定部族であり，自身の所有になる

家宅地を持たない。彼らは常に追いたての危倶におびえ

ている。われわれ政府はこれらの人びとが栄宅地から追

いたてられることのないようなわ去を7行な J , た。各家族

当；)l'.2分の 1エーカーの土地；こ永久i'i'.JilV.Jiし権を与えた。

また政府fj:3エーカー以下の農地を所有 j-る家族に対し

地砲を免除し， 7エーカー以土のふ：政所有民地に対し，

S事進運転による新地租額を設定した。しかしこれらすべて

は土地改革の根本問題にふれない部分的な修正である。

勤労農民の利益となる土地改箪政策の遂行のために，政

府は現行のザミンダリー収用法と土地改革法の弱点・欠

陥を包括的に改正する努力を続けているc しかしわれわ

れはきわめて制限された限界内で！下主3己流けねばなら

f，特に地主による法の悪用からくる限界はきわめて重

大である。疑いもなくわれ；hれは宕干の前進をしたので

あり，もし上記の限界と欠陥とを克服する適当な措置が

とられるならば良い結果をもたらずであろうと期待する

ものである。

(6）他の外｜においても真剣な土地改革の努力がなさ

れ，今後なされるならば，われわれと同様の困難に直面

ナるであろうと考えられる。土地改革の障害を克服する

には以下の措置が必要であると考えるし

la) 最高保有限度の規定を大幅に改正ずること。例外

規定を廃止し，抜け穴を規制するこど o At高保有限度は

分割による脱法行為を防ぐために家扶）Ji｛立とするとと。

土地の移転は厳格に制限すること。過去の土地移転の調

査の権限と不法移転を朔及して取り消す権限を政府に与

えること。

（ゆ最高保有限度を越えて不法な手段で余剰l地を所有

する地主には，不法移転が取り消された場合に，市場価

格にもとづく補償を与えないことむその逆に処罰を与え

ることc 基本的権利の名でベナミ地が市場価格にもとづ

く補償の対象となる理由はないJ とく川＼で憲法31条（2）項

は再考が必要である。最近，グジャラート州政府対シャ

ンラ fラーIレ＝マンガルダースのケースで最高裁判所は

“補償額が決定される原則が明確に法律の条項に規定し

であるならば補償額の妥当性については，それがあいま
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いでない！被り”法廷での疑義の対象とはなり得ないとの

見解を表明しごいるが，こうした見解にもかかわらず，

ポ態は来だに呪依ではないと患われる。

地主の法律の悪用を防ぐのに有効な条項を立法の

中に織りこむこと。土地改革措置の実行，特に最高保有

限度に関しては，民事裁判所の権限を制限し，公判，判決

などに対しては土地裁定所（LandTribunals）を設ける

こと。地主は土地改革を阻むために憲法226条を勝手気

主主に利用しているから，それをP旦むととが必要である。

'.!1 ＼付）， iii, （し）に関しては，インド、政府は’ぷ法の必要

な己主iE!dfなうとと。

(e) 土地改本の有効な実現のために組織的農民運動の

協力を｛nJらかの形で係諸すること。

(fl 余剰帰属地と政府の休関地を迷かに分配する措置

をとることα

開ベンガル州統一戦線内閣はザミングリー収用法およ

び土地改革法を上記の方針で改正することを考慮中であ

る、しかし夜、力士上述した樟害の多くは中央政府の努力な

くしてはとり除くことができない。

'7) 分配のために取得しうるわずかな土地の長と土地

に飢え亡いる），；｛止の農民とを考えれば， jkら A 人当りに

分限できる1：地ほほんのわずかなものぜあるつ しかし，

できるだけ多くの窮乏農民が土地改識の恩恵にあずかれ

るべきである。大量の窮乏農民の問にわずかにせよ土地

が分配されることは，それだけ彼らの生活の保障になる。

勤労農民の創造カの大きな源泉は農目業活動へと開放され

ねばならない。そのためにも彼らには融資その他の援助

が必要とされる。チH攻府にはこのお•J.l!= を ］；1iたすだけの財

政力がないc 中央政府はこの呂的のために外i攻府を援助

し，特別基金を設るべきである。今日支で民rtりあるいは

協同組合ベースで行なわれてきた融資はほとんどが地主

か函裕な農民層へと流れた。このパ7ーンが定えられ，

土地を分配された農民に贈与あるいは融資の形で十分な

資金が与えられぬ限りどのような土地改革も成功しない

であろう。

（紛 1967年と1969年の西ペンガノレ州統一戦線政府の土

地およ:fl也段省担当相として私はインド政府、特に首相

と農業！日とがこの問題を熟濯し，直ちに適切な拾院をと

るべきであり，さもなくば首相の声明は単なる者約にす

ぎぬものとなるであろうことを強く感じるのである。私

はfンド政府の関係指導者とこれらの問）,!gfこついて議論

することを喜びとするものである。

10.農民運動の現段階での新たな戦術について24パル
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ガナ県農民組合の指示

(G,l!lashakti, 1967年9月22日）

統一戦線政府を武器に， 24パルガナ県の農村地帯で農

民大衆が寸すめてLる暴虐な封建的支配者に対する大規

模な攻勢に対し， 24パノレガナ県農民組合は，県の幾民大

釈に革命的讃辞をおくるc との激烈た階絞闘争のなかで

ジョトタールらの攻撃で死亡したすJ ：ての活動家，指導

者の冥福のために戦闘的表悼を表明する。

県農I昨日合は， また統－fii比線政lj：：に対してlミ誇をおく

る。既得権者の多国にわたる攻撃と策動にもかかわらず

統一戦綜政府は店長運動に涜するその方主i日切悶ELて

守札特に幾民運動に対する警察のテロと干渉を許さず，

A日の運動の大書店lfl，~な前進を可能 E Lたのである。

己4パJL }fナ県 C，土詐取L之余剰：也，虚偽vη登録さ了した

養魚池， iEi箆f也等の土地をジョトダールらは22年間の長

去にわた iて不岳、不当に民民から好い，！！九、汁をずっ

てきた。それらのうちの約8万3500ピガの土地が県幾民

組合のtFl：；：；，：によー｝で摘発された。二のなかに；土致inの帰

属地は含まれていない。

負債にとってつイヤッ i農民から河手1Jt'::Lのもとへ移

った大－：；＼ ］）土地ι持しでも強い世疏が形成主h，芥j也で

質地返還の明確な行動が提起され，成果もあげた。わが

県の全J也氏で農J(}[l合員Jう拍加し少なくとも21の少ナ

の大会でタナ委員会が新たに組織された。

県大会の決定：::. ？｛ってノ－： ，，イフ＂； I／｛＇県農業労働ず大会

が開かれ，大きな成功をおさめた。農業労働者の運動と

組織が，包述につ：りあげ巳れた。組織された農業労働者

は農民連副の中で急速にi主要な役山lを荷うようになっ

た。

この偉大な成功の日に，われわれ！i；もL自らの弱点と

欠陥とを明確にし，その克服を急がないならば運動は大

きな損失を被るであろうの

〈農民運動の目標〉

農民運動の現在の目標は封建主誌の砦を怜砕し，ジョ

トグ－，，－・高利口し・独占的土地所有者らが詐取したあ

らゆる土地を奪い土地なし貧農と折半ノj、作農に無償で

分配することである。高利貸しがライヤャト農民のもと

から奪った土地は，ライヤット農民に返還せねばならな

い。こうして土地の独占的所有を解体し， ｝二i告を無償で

農民の聞に分配せねばならない。

土地の独占的所付者に土Iして農史運動を集中し，その

ためにジョトダ←ル，高利貸し，大士喝所h＂苦，封建的支

配者らを追いつめ，人民から孤立させねばならないこと

を明瞭に訴えなければならない。この主敵に反対する他

の諸潜層の人びとの広範な結集をはからねばならない。

農民組合は以下の決定をしている。農地，果樹園，養

魚池，ヒンドゥー教徒の寄進地すべてをあわせて合計75

ピガの土地を一家族が所有できる。そして現行法をこの

要領で改JE了することを農民組合は要求している。農民組

合のこの要求は農民運動のあらゆる層で承認され採択さ

れている。

独占的土地所有者を追いつめ，人民から侃立させるた

めにもこの農民組合の立場は，正しいものであると考え

る3 これによって75ピゲ以上の十j也を持たない家族の土

地を農民は占拠しない。この点に関してぎ及が必要なの

は，計算の基礎は1953'4：であって，それ以降に移転され

た土地も，この75ピガ内に含まれるという ζ とである。

家族あたり 75ピガの土地を所有する権利を農民組合はみ

とめている。その家族が農民であるか，非農民であるか

は判断の対象とならない。また農民組合のすべての活動

家，組織すそして農民大衆も，いかなる農民または日農

の土地も占拠しではならないことを心得ているのであ

る。およそ一般均｛こい rpて富農とされる家族tこはおピガ

以上の土地はなし、のである。

〈敵を選び出すこと〉

この連防を確実に成功させるために，農民組合はそれ

ぞれの地区で主敵，つまり家族単位で75ピガ以上の大量

の土地をJ.7っている所千王手？をマークして，それのみに攻

撃を集中し，全民衆の結集をはかることを提起した。たと

えば，ソナル・f;L・タナ守は農民総合は6名の大ヅョト

ゾーノiiを主数としてマークし，彼らに対して全運動を集

中した。カニング・タナでも同様の決定が行なわれた。

借金の債務で手放した土地の返還についても，農民の

問から大規模に土地をとりあげた高利貸しに対してのみ

運動を集'i＇さ 1±ねぽならない。

〈占拠した土地の分配方法〉

占拠した土地の分配については農民組合は下記の方針

を採用し，統一戦線もそれを支持した。 〔内容は既出な

ので略。資料ill-4, 6を参照…一編訳者〕

〈運動のなかでの偏向〉

現在の大規模な農民運動の中には，二つの偏向がみら

れる。

(1) 極小土地所有者の土地の占拠，よそ者という理由

から折半小作人を追いたて，その土地をゆjの折半小作入

に与えること，党派的利害から折半小作人の占有する土

地の一部を奪いとって同派の折半小作人に与えるとと，
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また，農民の土地を奪うこと。

(2） 全運効を上地闘争に集中せず当面のX’多な経済利

益き餌に運動をその方向へと走らせてしまう三と。ある

農民総織は暴虐なゾ盟トダールらへの農民大衆の激しい

憤りを魚の略奪という方向へ流しこみ，またある認識は

地域の大ジョトダールらの土地を占拠せずにジョトダー

ルと小土地所有者の区日Jjなしに融資の名目で焔や金銭を

要求して手に入れた、浅念ながら T そうした紋織は一部

の農業労働者や貧農までも，このような日和見主義の偏

向へひきずりとむことに成功しているのが半実でおる。

農民組合は農業労働背や貧／慢に次のことを災く理解して

もらいたいと考えている。

(11 国（desh；，民牧（jati）司そして民民の，，敵は今日，

ジヲトダ－.，v,t¥利貸し，土地の独占的所有労である。

(2) この主敵をよりわけ，マークし，彼らに対してす

べての層の農民1)結集合はからねばならなU‘ この主散

を粉砕しなければならない。

農業労働者と貧農大衆のこの運動の勝利の之め同は上

記の戦術は不可欠である。

農村の封建主義の砦を粉砕するために農民組合はこの

ような戦術を採用しえ。そのため弘し7：，ピガ＇T.l下の土犯

を持，，家Miの士山がt；叫された場合，上地を返還 Jるこ

とを決定した。それは75ピガ以下の土地所有者を守るた

めではなく，土地の数占的所有者に対する設業労働者と

貧農の歴史的な闘争の勝利を確実たものにするためにと

られた決定である。

当面の推多な税済的手I］益やすべての陪層の人びとに打

撃を与えるところに襲業革命の道はない。さらに大きな

結集もうちたてられない。

この日和見主義の近i土農民運動をその味むから｛!II立さ

せ，敵の陣営に追いやる道である。つまりこの道は農民

運動の破滅の道である。

〈段業労働者乃要求と運動〉

農民大束と農民組合の活動家は三の激しい闘争の中か

ら封建主義勢力の打破には農業労働者と土地なしみ民の

組織的実力水不白J欠であることを理解した。

農民組作はまTて農村のプ口レタリアートの労賃と生活

の要求は非常に正当なものであるよ二と合理解してヤる。

そのために農民M合の：己批Lた尽の農業労約行大会は成

功し，農業労働者委員会が組織された。この委員会の指

導で県の各地で災業労働者の労立の運動が開始され，す

で仁各地で成功3：収めつつある。農民組合政，この運動

を支持するだけでなく，組織化する積極的な態勢をとっ
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ている。

しかし，この運動においても上記の主敵に対して運動

を集中することを明確にしなければならない。中農とは

和解の方法をとらねばならない。

11.収穫を守る:Ml争にむけて， 24パルガナ県議尽組合

の決議

( Ganashakti, 1969年9月28日）

べ十ミ地，詐取：也の摘発のために県で続けらている歴

史的な農民運動についての検討が行なわれた。政府によ

、て適時か＇）十分な農業磁賢治行なわれなか＂）たにもか

かわらに SH毛大衆はi'l分自身のエネルザーと協同の努

力によ qて摘発地，約10万ピガという新たな土地を耕作

する＝－ !:: tこ成功したことを委員会は喜びをもって確認す

る。県民たちの賞讃すべきこのエネルギーに対し，県委

員会は県の農民大衆に讃辞を送るものである。

委ii会はまた， 七地摘発のこの怪史的な闘争でおさめ

た広範な成果の基礎に，農民大衆の広大な統一，民主主

義的人民の大きな支持，そして統一戦線政府の断固とし

た，力強い1！土策のめったことを確認する。それ放に委員

会は民主主義均人民と統一戦線政府に讃辞を送るもので

ある。 i'11j回の委民会でf白t其とともに信摘された若干の地

域での欠陥，誤りと，それを修正する各支部への指示と

が速かに認識され，実行されたことをも喜びとともに確

認したい。このmiカニング，叶ンデ、ンュカーリ等の地区

ヤは， 75ピガ以下の土地所有者から奪った土地の返還が

行なわれた。断聞としてこの作業を遂行したことに社し

委員会は関係したタナ委員会に讃砕を送るものである。

県委員会は各地区からの報告から，ゾョトダーノレ・高

利貸し・土地の独占的所有者，つまり土地泥降らが農民

の稲を略奪する策謀tこ深くかかわり，都市から暴力団を

農村に呼びこみ，農村地帯のダコイト，暴力団，反社会

的犯；8'-1百ちを狩りあつめ，火器をはじめあらゆる凶誌を

大規慌に収集している三とを知る三とができた。さらに

深く憂慮せずにはいられないことは，この土地泥棒らは

仔種の農民総識や政党に庇認を求めてヤることである。

ジャイナノ＇lJレ，グルタリー， 7 トゥラプル，バトJレプ

ロティマ地区で，ある農民組織の指導によってあらゆる

種類の彼嫌恥な暴力行為が毎口のようにひきおこされて

いるととを県委員会は深く憂慮している。この歴史的な

農民運動にとって，こうしたあらゆる行為はきわめて有

？？であると芯えるものである。

上記のような理由から，県委員会は次の決定を行なっ

た。
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(1) 県段階で各農民組織の代表者の会合をひらき，収

穫を守る運動を成功させる明確な方針を決定すること。

土地泥俸を追いつめるために統一的な態勢をしかねばな

らない。

ω 上で採用された方針をt也氏で実行するために，地

「主段階でも農民組織の会合をもち，共同刀両iをたてるこ

つ
L
」

13) j也区段階で大衆集会を持ち，上記の万主十を説明し，

広範な農民の統ーをうちたてること。

体）組織したボランティア部敬をさらに組織的にし，

謝l慨すること。

(5）上記のあらゆる決定を実行するために，タナと地

区農民組合委員会の会合を直ちにひらくこと。大規模な

活動家主会の措置をとること。

委H会なさらに，今年中！こ県良民総Cctw.を21万3000人

とし，それにもとづいて各タナ委民会に｝；1jり当てを行な

うことを渋定した。この間農業労働背組合改組合員数の

日擦を 5万人としている。ブルドワンで全インド農民組

合大会が開催されることに委員会は喜びを表明する。委

員会は，このために県に課せられた経済上の責任を達成

する決意を表明する。

12.収穫とり入れに到する攻府の指示

〈イレス＝ノート〉

( Ganashakti, 1969年11月3fl) 

政府；土最近各地で土地占拠，桃i乍fとめくって，各党派，

個人間で若干の衝突事件の生じていること全確認してい

る。今；土播種や田植えの季節ではな心 11月にはいると

収穫のとり入れが開始される。政府は適切な措置をとら

ないならば，平静が危ぶまれることを危燥している。

政府は県長官または次席長官が今年の熔種と田植えの

際に混乱の生ずる恐れのあった地域を留意しており，こ

の収穫期に何らかの危険があり，実際に平訟を破壊する

事件のあった場合，それらの地域を探しあてることがで

きるものと当然考えているコ土地および地阪省の査定局

または内務省の官吏も，この出iザミンゲト収用法｝こも

と＇）く各種のベナミ地を確定する政府の努力をいかに地

主らが妨害したか，そのために各地では，どの地片が政

府帰属地になっているか，必ずしも速かに摘出できない

状態も生れていることを認識している。土地の権利の帰

属について何らの明雄な証左もないような土地で真の農

民が自身の権利として耕作し収穫をあげている場合もあ

りうるのである。このような土地で仮りに収穫のとり入

れに関して紛争の生じた場合は，すでに占fT権が確立し

…＇.＝一一四竺資 料唖型明智型空堅守

ていた側に立って内務，警察関係の地域の当局は任務を

決定ナるべきである。治安の維持のためには，係争地を

占有して収穫をあげた者の占有権を脅かす者があれば，

彼ピ対する必要に応じた法的措置も含めて，警察は占有

者{ill］を保護することになろう。

この方針を的確に実現するために，きたる収穫期に何

らかの紛争の恐れのあるすべての地域の一覧表を県長官

または次席長官は直ちに作成し終わらねばならない。こ

の地域のナべてについて下級土地改革官は真の占有者の

名を記録しておかねばならぬ。そのためには，農民組織の

地域代表の協力と勧告とによって，本人がその土地で耕

作し，収穫をあげ，土地をひき続いて占有したか留かを調

査しなければならない。係争中の土地を真に耕作して収

穫をあげた農民の，村蕗J.lljの名簿も h己の要領ぎ作成し

これらの支を収俺とり入れの擦に地域の行政官が利用す

ることになろう。警察当局に対しても自力で収礎をあげ

た農込の権利を保護するように要請が行なわれている。

この沌の去はゴ該地域の警察のもとで手ーにはいるので，

それによって的確な措置がとられるであろう。この種の

問題を判断する際に，あるいは表作成の過程で，組織的

な農民が最高保有限度以下の土地所有者の土地で収穫を

あげた場合もおこりうる。その場合は実際の耕作者に収

穫のとり入れを行なわせ，土地所有者はそのJ 部を上記

~}1とまたはノ＜，，ノガダールから要求することになる。問題

；土海部であるので，県長宮または次席長官は，この問題

について直ちに部土地改革官，下級七i也改革官をはじめ

関係諸方面とともに協議にはいることを要議する。この

協議には饗察当局も加えることができる。政府の方針を

彼らすべてに明瞭に説明し，平静が保たれるよう金行政

官が努力するべきである。

13.収種とり入れに関する24パルガナ県7党の決定，

1969竿11月15日

ぽ；anaslw!cti,1969年11月四日）

(1) 摘発したベナミ地については，土地の儲平ljを問題

とをずに，今年銚作した農民がその稲を刈り，自らの説

穀場に運び，すべての稲を取得する。

(2) 政府への帰属地については，

(a) 一般に耕作した農民が稲を刈り，自らの脱穀場へ

運ぶ。

（同すでに耕作された後に分記された土地について

は，以前の占有者が貧農または中農であれば稲はその人

が取得するのメIJりとりが終わってから土地はライセンス

を得た農民に占有させる。以前の占有者が富農であった
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場合には，協議によって以前の占有者と新たにライセン

スを取特した，またはする予定者の名簿にある農民の淘

で稲を分配する（刈りとりが終わってから土地はライセ

ンスを得た幾民に占有させる。以前の占有者がジョトダ

ールか高利貸しであれば，新たにライセンスを得た農民

が稲を刈り‘自らの脱穀場に運びすべての稲を取得する。

(c) すでに売摘された土地が帰属地とな， ）た場合は，

必ず統一戦線のi也域代表の合議によって判断する。正当

と考えられる場合に限って，その土地の買い手に分配さ

れる。

(3) 75ヒ、ガ以下の家族の土地が余剰またはべ十ミの疑

いから誤サて占拠され，耕作の以前に所有者にその土地

が返還されなかった場合は，耕作した農民が福士吋る。

しかしその稲は両者の合意した脱穀場へ運ばれ，折半小

作方式で分配される。このような場合，必要書とあれば，

田んぼで来分：十（bi1abhal'.）することもでEる勺初の刈

りとりがJづけコ r Jてから土地i士所打者に返還さhねばなら

fょu、。

性）折半小作の場合は，小作人が稲を刈り，両者の合

意した脱穀場に稲を運び，所有者分を渡し，受領証をう

けとる。

(5) 農民や農民組織が占拠しなかったジ 1 トグールの

余剰地，ベナミ地の稲を地域の幾民が刈りとろうとする

ならば，統一戦線の全政党はそれを支持する。ただし，

このような場介；主，統一冶線諸党の地域段階の｜弘美と全

会一致の合意のもとに行なわれねばならない h

(6）上記の伏定を実行するために統一戦線政党の地域

諸党は詳細な資料をもって直ちに会合を聞くこと。いく

つかの地域では会談の日時・場所が決定されている。こ

れらの会談には，各党の県出導部は可能なI'.];[I）参加する

であろ1 採択された決定は地域の共同集会，立言文等

のかたちで人びとに報告される。

署名

三ヤ〉午ィモイ＝ゴーシコ（インド共産党三＝ 7 ／レ

ケス主義〕

デブニ Lンノ、（インド共産党〕

モドンt モハン＝ダス（マルクス主義前衛ブロツ

ク）

ア。ラ子fープ＝ノ、，j,,夕、－！レ（ボルシ－－＇ L＇：円。

オモルェマジュムダー／レ（前衛プロック）

ノミンキム＝グハ＝二ヨキー（ベンカソレ会議派〉

ヤコプコポイラン（社会主義者統一センター）

14.収穫とり入れに関する地租相の放送演説， 1969年
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11月18日

(Ganashakti, 1969年11月20n)

[ IJ有田町

きわめて喜ぶべきことに，数十万，数百万の貧農，農

業労働者は新たな意識にめざめて立ちあがった。そのた

めに統一戦線のかかげた政策は注目に値する成功を収め

た3 追いたてが阻まれただけでなく，数十万エー力ーの

政府収用地が，これまで詐取し，法の：思用と腕力で不当

に占拠していたジョトダーノレの手もとから農民の問に分

配された。少なくとも 7～80万ピガの土地が不正なジ自

トグールの手もとから土地なし，貧農のf握手I］に移った。

？ほからぬ人びとが，この貧農たちがどうやって山を耕

せるのかといぶかしがった。しかし貧農たちのめ5めた

創造住はこの問題をかたづけてしまった。一片の土地も

〔米耕のままに〕残らなかった。勢いの良い稲の穂が人

びとの心に新しい希望を生み出した。少なくとも 40けTi

から 500万マウンドiU）の稲がこれまで運びこまれたジ

ョトダーノレ，退蔵者の穀倉から貧農の家へと移されたの

である。こんなことをジョトダーノレは簡単に容認するだ

ろうか？ しないのが当りまえである。彼らは憤激して

L叫 υ 数10万ど力争の土地で農民がj包で育てた稲は彼らの

猛ケしい自をさらにけわしくしているのは不思議ではな

い。彼らはこの黄金の稲を，直接・間接にあるいはカづ

くかあの手この手か，あるいは統一戦線政党の活動家の

すきをみつけて党にもぐりこみ，さらには貧農の遅れた

部分を利用して，哀の耕作者のこの稲をとにかくら%、去

ろうと呂をひからせている。すでにその兆候は見え始め

ている。だから農民の血で育てた稲を刈り，とり入れ，

そして守る課題が今や特に重大な問題となっている。平

和を維持する問題がそれにかかっている。

f中路〕

収穫をとり入れることによって，余剰l地・ベナミ地摘

発の第 1段階の勝利を，完皇室なものにしなければならな

いっ誰にも不当な扱いはされではならないが，農民の血

で育亡た稲をその手から奪うことは，許せないことであ

る。土地の記録のうえでの状態がいかようであれ，ジョ

トダーYレらがいかに妨害をしようと，農民が占有して耕

した土地の稲は，法で認められた占有権の原理からして

農民が刈りとり，守るぺきである。自らの団結カで自ら

の権利を守ると同時に，農民は平和と秩序を破壊するあ

らゆる企てを阻11：して，自らの守護符としての統一戦線

を擁護するだろう。統一戦線政府は収用地分配，ベナミ

地摘発の時と同じように収穫の時も農民の正当な運動を
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全力で支慢する庁ろう。統一戦線、法一致してこの決定を

行なったのである。内務省と地租省はこの点について明

確に諸県のすべての官吏に指示を与えた。 11月12日には

全県の長官，殺事終主脳の会淡で方針の理解を徹底今せた。

政府の方SIの山本は，耕しと関心2収穫をとり入札る権

利を持つこと町それとともにτ何日と秩序のが；:rをはかる

ことである。

C中略〕

これらの ｝j引を実行し，決.j｛地帯に平和ctti片付一るの

は政府官.J:,(!) 二IJIざけでは不υHr主である。全J;}l性H誌の援

助の他に統一戦線各党の援助も必要である。この援助を

全政党が約束している。浅念ながら行干の地区で統一戦

線諸党の聞に対立のあるこ左は事実であるぺごくわずか

の地区ではこ i)'ct立が衝突；こ空で兎展した。ごの；；うな

対立はジ ト7・＿，レにとっご好rn1合なだけで7亡し彼ら

はジョトダールと農民のiJi突までも統一戦線の内崎もめ

とみせかけることができょう。それによって政府官吏を

困惑させる士どにもなる。 r仁 yごすべての間λ＼＇（1）ミ攻党

は党の活重11京に件告し， t i トゲールがも〈、；）ご主ない

ようにしなけれ；fならなヤ ジゴトダールがいjf，かの手リ

益をもとめて，色あいを変えてもぐりこもうとナるなら

ば限まねばならない。もし貧幾や一般農民各層と一般の

土地所有r¥->'ftl是正の関伝に J丸、て同志政む叩；lで対立

が生じたなん、お互に話Lfj「うなかから今）（ fly,'.，【！とをほ

からねばならない。地区段階でそれが不可能であれば，

州段階の指導者の援助を借りることもできる。政府は県

の官吏らに対し，士地の真の占有者について異論や対立

が生じたなら、彼らが卒先して関係諸党の活動家を：招い

て解決をはるヒうに指示しと1；、るc それが不可能であっ

ても放置せずに現場検証によって官交が決定を行ない，

政府に報告するであろう。

統一戦特此府の政策は，デョトダーノレと換民の対立に

政府行政機構は中立をとらない，必ず貧しい農民の援助

を行なうというものであるu ジョトダ－Jレ「ムがどのよう

に外見を変えようとも彼らの不法行為，特に農民の育て

た収穫の略奪行為には政府の協力は得られない。得られ

るのは反対だけである。だ、力、；政党問の内輪tめに汁して

は政府行政機t＃；主中立を［呆ち，実際の事実に対して任務

を遂行するのみである。このような立場ですすむことが

政府官吏には指示されている。

数十万‘数百万の勤労農民に対して，私はあなた方が

土地摘発ど上山改革の事業にあたって政府の方針を実行

されたように唱収穫とり入れにあたっても政府の方針を

料 竺 ー 竺 竺 ？ ’

実行されるよう訴える。あなた方の経験は豊富に，団結

カは強大になっている。誤りのないよう特に気を配って

いただきたい。過去に誤りがあれば正し，自ら育てた稲

を守n，国（desh）の平f日と秩序を守るととに協力Lて

ほしい》ジョトゲールのff(IJから予位、される攻撃を防iおす

る懐手I］はあなた方に当部ある。だがとの策謀に対しては

統一戦線政府があなた方の側にいるととを留意してほし

い。必要とあらば怒質ジョトダールに対する処置W:4）を

どんう 3 だが一般段見、：中産階級が理［｜！なくおびえ， ill

,T,L Jることのない上うに平和を維持することにも日立し

てほしい。大多数の人びとの統ーを基礎にあなた方は前

進主れたい。統一戦線の全党に対して私は統一戦線によ

って採択された方針を実行するよう協力することを訴え

る・， lt農は自らのi'Tてよこ穏を家にとり入れるだろう，て｜て

干11.~ f央！字は維持主れろであろう，ジ τf トグ－；レの策動は

失敗するであろう一一このことに何らの疑いもない。

15.収穫Ifl争について，インド共産党（マルクス主義）

西ベンガJI,州委員会の決議， 1970牢 1月2 8

!Gana々ha是ti,1970年1月4fl〕

州委員会は各県の収fをとり入れ作業についての報告を

うけた。

商ディナゾプノレとジャノレパイグリを除くと他のほとん

どのl尽では収穫のメljtJとりはほとんど終わりに近J九、て

L勺 特に満足わ午ぎは，わが党のII子びがけに応え， :t.

た統一戦線政府の方針をうけ入れて，外！の数十万，数百

万の勤労農民は，彼らが占拠し，耕作したすべての政府

帰属地，ぺナミ地から収穫を成功裡忙とり入れたととで

ある n 反動労ジパ、グールのあらゆる策略を阻み，ヤー干11

と伐！干の危機と祢して民民に対して誹認をくりかえした

者たちに見事な回答を与えた農民は，全く平隠のうちに

収穫とり入れ闘争を完了したのである。数十万エ｝カー

の土地が大ジョト夕、ールの手から農民の手に渡ったと土

にff/JS：するなら，衝突の数はきわめてわずかといえる3

過去数年と比較するな人ば，今年度の衝突は激減してい

る。州委員会は農民のこの意識と組織力とに大きな賞讃

をおくるものである。

・JII委員会はまた，との平和的なとり入れにわが党支部

とr,,J}fたちが注目すべき役割を果たしたことを誇りをも

って被認する。彼らは単に農民を組織し，農民の支援に

民主的諸階級を結集する努力を行なったばかりでなく，

街々の危険をとり除くために諸政党の相互の協議と共同

決定の実現に指導的役割を果たしたのである。若干の政

党の反対にもかかわら子この努力が実現したことをわれ
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われは喜びとする。 24パルガナで；士宮Fr;.;eのfii:I換が最も大

さか｝た。この県のあらゆる地区でわが党は対立の解決

に好力した。若干の場面でいくつかの政党は共同決定に

違反したが，われわれは挑発されずに没後には衝突の回

避を成功させた。

州委員会はまた耕作期に生じた若干の誤りをこの間わ

が党の同志たちは積極的に訂正したことを確認する。だ

が一般的に収穫とり入れは正しく行なわれたが，数カ所

での誤りもあったことも観ぶされているつどが他党と比

較してわが党の影響下にある農民の間での点りがとるに

たりないことを州委員会は喜びとするコ運防の過程で若

下の

の古：：り l土わずかであつても， HI委民会i土日，tーたちがこの

点に注意し，改善することを指示した。

州委員会は党の全支部に対し，勤労幾民の闘争力をさ

らに組織化し，結集すること，農民，農業労働者，鍛冶

屋，盗作り，大工，商店主，その他民主的各層の人びと

がらたる農村的統一（GraminAikya）の建設とジョトダ

ール，高利貸しその他の反動派乃払iL｛じた呼びかけた。

主た党支部が土地改革法のための運動をす十め，きたる

べき日に農民がさらに前進する上ろにijl:'.:ilを行なうこと

を呼びか！？た。

収穫とり入れの際の経験は次のことを明らかにした。

統一戦線政府，とりわけわが党に対するペンガノレ会議派

の運動はまぎれもない誹誘運動であり，その意図は統一

戦線を弱体化し，破壊し，ジョトダーYレを援助するもの

であった。ベンガノレ会議派の断食運動に対する人民の反

応，わが党の政治宣伝の結果について，各県からの報告

が行なわれた。それによると，ベンガ，；，，会議派の指導者

らは人民を幻惑することにみじめに失敗した。誇張に満

ちた主張に対しても人民は／nJの反応も示さなかった。人

民の大多数は彼らの意図を見ぬいてしまつだ。断食運動

参加者（SatyagrahI）の中に彼らは憎むべきジョトダール

らが加わっていることを目撃している。他方われわれの

集会は予期以上の規模で成功している。

労働者・職員，教師，学生，青年そして人民各層の広

範な支持は彼らの誹誘宣伝を人民が完全にはねつけたこ

とを示Lている。なぜならこの完伝の意ははただジョト

グ－Iレその他の既得権者を激励するととにあるからであ

る。ラシュトリア＝サングラムニサミティと 7月12日委

員会〆／t5＇の旗のもとに行なわれた 12月2611のライターズ

口ピノレディング〔外｜庁の通称〕前の歴史的集会はこのま

ぎれもない証拠である。統一戦線の一部政党の分裂策動
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にもかかわらに闘う農民を支持し，統一戦線の破壊策

動に抗議して彼らはこの集会に結集した。闘争のなかか

ら西ベンガル；l十Ifこうちたてられた一つの新たな人民的統

一（（；anaAikya）を州委員会はきわめて信頼に値するも

のと考える。

憤激した人民の前にゾョトダ－lレらは妨害をする勇気

を失。た。ベンガノレ会議派の誹誘宣伝は，わが党を除外

して「ミニ統一戦線」（注6)（“Minifrontづきと結成する策

謀をはしなくも露呈している。この反動はインt.l，’レ会議

派内部にも生れている。スクマル＝ライその他の人びと

の抗議は一つの喜ばしい前兆であり，そのことがベンガ

ル会議派一派の策謀と誹誘の裏の真の意図を暴露してい

るのである。

州委員会は統一戦線政府破壊の策謀が，人民を幻惑で

きなかったために，一歩後退したことを確認している。

しかし危険は依然として存在する。それゆえ州委員会は

全人民と党支部に警戒を怠らぬよう，またいかなる状況

にも準備できるよう呼びかける。

一般民衆の利益を水｝こ流さず， 32項目綱領から逸脱せ

れこ統」段級の紘一を擁護することに州委は会はきわめ

て依極的であるの統一戦線の統ーを擁護し強化するた

めにインド共産党（マ〉はその全力をあげ努力するであ

ろう。だがベンガル会議派とその協力者たちの与えた損

失はおろか，過去のすべてを忘れようという立場からは，

それは実現できない。インド共産党（マ〕にとっては，

人民の非常に親しい，そして人民の闘争の武器である統

一戦線政府を非文明的，野蛮な政府とののしり，インド

共i守党（マ〉はグコイト党であるという誹訪をうのみに

することは同難である。それは統一戦線政府を弱体化さ

せたい者のみがよくするところである。ベンガノレ会議派

の全党R，支持者をはじめ全政党に対し，との損失を克

服し統一戦線の闘う統ーを再確立するためにそれぞれ

の役者lを果たすよう州委員会は呼びかける。インド共産

党（マ〉はこの統ーを瞳のように守りぬくであろう。

16. ~1111首相特別顧問ランジット＝グプタの収穫とり入

れに関する公式報告〔抄〕

(Ganashallli, 1970年1月10日）

カルカックの大多数の新調は衝突の報道を主要な記事

として掲載してきた。いずれかの県のある地域でほんの

小さな普通の事件が起きるや，新聞はそれを重大な主要

記事として発表した。多くの県で若干の衝突のあη たこ

とは事実である。しかし本官は地域の官吏と会談し，衝

突に関し吟味し，その事情と性格とを検討した結果，一
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般民衆にと〉ては，新聞の衝突に隠する報道は，事実と Fレ、ピJレプム，プノレドワン， 24パノレグナの一部，ダージ

性格とを潤色し，慮偽と想像にもとづく叙述としか考え リン県のシリグリ郡などの県を視察した。との視察の自

られないという結論を持つに盗った。 的は収穫期の衝突について地域の官吏と検討を行なうこ

新問のこのT空伝のために本官の多くの民閑：佼人の問に とであつた9 ランジツト＝グプタがとれtと関して首相，

も混乱がみらh

も国中が燃えさかる火の中に立ち往生してU、るかのよう Cil: 1) 1カタは20'/tの1ピガ，60分Uノ1エ一カ 。

な印象を持つと諮つた。だがほとんどの県の政府き当局関 Ci；主2〕 ある日干リ紙の線道では統一戦線政党間の係

係者は，収穫期には毎年この種の衝突事件がおこるが， 争の対象となったのは，数千エーカーにすぎないとい

過去数年の現ゑと比べれば，今年の衝突は決して多くな う （DainikBasumati, 1969年10)! 30, I）。

いと強調しているのである。 C ii奇：-i) 14万8000トノから18万5000/jトンに担当す

本官は主に陸洛？視察を行なった。視察中，至る所で る。

収穫の刈りとりが行なわれ，刈りとった稲が悶という回 〈主主4〕 銃砲のとりあげ，予防拘禁などを意味する。

に山のように積まれていた。折にふれ本官が農民と諮っ 筒ベンカ勺レ州にはジ g トダーノレらの手もとに許可誌の

たところでは，実力で収護が略奪されるととを恐れ，心 あ，＇.， i!rだけでも 5}j fあるといわれ口、る。 （Gana-

配する空気はどこにもみられなかった。全県の長業地帯 shal:ti, 1959,n1111411) 

のうち，ー，斗を除くと混乱の恐れは全くない。 CL主5〕 同ベンカりレ州の「ホワイト・カラー」労働

政府の情報省は収穫とり入れについて真実の正織な事 者，たとえば教民，銀行，商社員，公務員の労働組合

実を正しい時に一般民衆に知らせるべきであった。本官 によって1966年に組織された協議体。令理化，コンピ

は，各県の政府内情報省職員，宵r左ちは事件のうzじ全な真 .-,_ 々の導入など Ej長ヌi行動を組織しとし、る。

illを地域の政；ドl'i l寸から入手し，特に昨年の－jj~ ／i＇.との沈 (/LG) 1969<1 ，こヶララでインにJ1s必定〈マ）をi民l

較においてプレス・ノートその他の方法で一般民衆に明 外して組織された連合戦線をさして使われたことば。

らかにするべきであったと考えている。 商ベンガノレ刑での同様な動きについてここで使われて

〔；原資料による解説〕 L、る。

州首相，副賞惜の指示に上•），外i政府首相特別院；：11\l ラ C tM査研究部）

ンジット＝グヅケl土過去数週間にわたって西ディナジプ

研究参考資料

篠原三代:cf・石川滋編

台湾の経済成長 その数量経済的研究

308J{ 9JO門

阿部宗光・阿部洋編

韓国と台湾の教育開発

422J主 1500円

河都利夫編

東 南アジア華僑社会変動論

248頁 9GO門

アジア経済研究所刊行

,:01鮮とならんで，台湾経済の本位紅における急激な発快

J) )≫i:1誌は，現代低開発問 Jワ中でもきわだったものがある。

台湾の長期経済成長過程の研究，特に数量的研究を通じ

て広く現代低開発経済の開発問題に対してー灯を点寸。

¥!li'.l};i，台湾それぞれの近代教育の歴史的発展を日本H!Jc

地H与代主中心にして述べ，第2次大戦後内地域がそれぞ

れの民族の手に帰してからの教育政策，教育制度，教育の

発展を記L，さらに両国の開発と教育計画について論究

現地への定着化という現実と望郷の意識の潜在との矛盾

こそ，東南アジア築僑論の核心である。本書の各執筆者

は，今日の東南アジア望書僑社会を何らかの変動志向にお

いてとらえることで共通している。

アジア経済出盟主会発売
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